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桜川市空家等の除却補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、地域の良好な景観を保全し、及び市民の安全かつ安心な暮ら

しを確保するため、所有者等が空家等を除却する場合、予算の範囲において補助

することについて、桜川市補助金等交付規則（平成１７年桜川市規則第３３号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 空家等 １年以上、居住その他の利用に供されていない建築物 

（２） 特定空家等 桜川市空家等の適正管理に関する条例（令和６年桜川市条 

例第２０号）第２条第１項第２号に規定される空家 

（３） 不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に 

規定される住宅 

（４） 所有者等 空家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空家 

等を管理すべき者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下この条において「補助対象者」という。）

は、次条に規定する空家等の所有者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。 

（１） 空家等の除却について権原を有しない者 

（２） 空家等に共有者がある場合又は空家等に所有権以外の物権の設定がある 

場合において、該当共有者又は権利者の全員から空家等の除却についての 

同意が得られない者 

（３） 当該空家等の固定資産税に滞納がある者 

（補助の対象となる空家等） 

第４条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。ただし、所有者等が直営で除却工事を施工しようとするときは、補助の

対象としない。 

（１） 個人が所有する空家であること。ただし、市長が特に認めた場合は、こ 

の限りでない。 

（２） 空家等は、一戸建の住宅であること。ただし、併用住宅に当たっては、 

住宅の用途の部分に限り、補助の対象とする。 

（３） 指導・勧告されている特定空家等又は不良住宅であること。 

（４） 公共事業等の補償の対象となっているものでないこと。 

（５） 除却は、市内に本店又は支店又は営業所がある建設業法（昭和２４年法 

律第１００号）第３条第１項の規定による許可又は建設工事に係る資材の 

再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の 
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規定による登録を受けた事業者に請け負わせること。 

（６） 法令により、除却の許可が必要な区域については、除去の許可を得てい 

ること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号により算定した金額のいずれか少ない方の額（当

該額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とし、

５０万円を上限とする。 

（１） 延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費の１平 

方メートル当たりの額×１／２ 

（２） 空き家等の解体、運搬及び処分に要する額×１／２ 

（補助金の交付） 

第６条 市長は、所有者等が空家等を除却しようとする場合において、その費用の

一部を補助することが適当と認めたときは、所有者等に対して予算の範囲内にお

いて補助金を交付することができる。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする所有者等は、市長に対し不良住宅調査

依頼書（様式第１号）を提出し、不良住宅の判定を受けなければならない。ただ

し、特定空家等として指導、勧告された空家についてはこの限りでない。 

２ 市長は、現地調査等により、住宅地区改良法施行令（昭和３５年政令第１２８

号）第１条に規定する判定の基準により不良住宅の判定をした後、速やかに所有

者等に不良住宅判定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

３ 不良住宅と判定された住宅の所有者等又は特定空家等の所有者等は、空家等の

除却補助金交付申請書（様式第３号）及び固定資産税の納付状況調査を認める同

意書（様式第４号）を工事着手予定日の３０日前までに提出しなければならない。 

４ 前項の申請書には、見積書の写しを添付しなければならない。 

５ 空家等に他の所有権者又は他に権利を有する者がいる場合は、その全員から除

却に係る共有者同意書（様式第５号）を添付しなければならない。 

６ 同一年度における申請は、１所有者等につき１回を限度とする。 

（補助金の交付の決定） 

第８条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査及び現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補

助金の交付の決定をするものとする。 

２ 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助

金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することが

できる。 

（決定の通知） 

第９条 市長は、補助金の決定は、空家等の除却補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第６号）により行うものとする。 

（変更承認申請等） 



3/4 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、補助

金交付の対象となった事業の内容を変更する場合、又は補助事業の中止若しくは

廃止しようとするときは、空家等の除却補助金変更承認申請書（様式第７号）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならな

い。 

（変更承認又は不承認） 

第１１条 市長は、前条第１項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるとき又は不適当と認めるときは、空家等の除却補助金変

更交付承認（不承認）決定通知書（様式第８号）により、当該補助対象者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日

又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、空家等の除却補助金実績報

告書（様式第９号）に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（１） 工事請負契約書の写し（変更のあった場合は、変更後の工事請負契約書） 

（２） 工事施工写真（着工前後の写真を含む） 

（３） 工事費請求書の写し又は領収書の写し 

（４） 産業廃棄物管理票の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の

成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

補助金の額を確定し、空家等の除却補助金額確定通知書（様式第１０号）により

通知するものとする。 

（補助金の請求及び支払） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、空家等の除却補助金交

付請求書（様式第１１号）による補助対象者からの請求に基づき補助金を支払う

ものとする。 

（補助金交付の取消し） 

第１５条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、空家等

の除却補助金取消通知書（様式第１２号）により、補助金の交付の全部又は一部

を取り消すことができる。 

（１） 不正な手段により補助金を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 
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第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ず

ることができる。 

（現地等の確認） 

第１７条 市長は、補助事業を適正に執行するため、工事の状況を施工現場におい

て確認することができる。 

（その他） 

第１８条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 


